
 
 
 令和６年 
 
 
第４回（１２月）河合町議会定例会議案 
 
 
 
 
 
      令和 ６年１２月 ６日 
 
 
 
          河  合  町 





付     議     事     件 

 

 

議案第６７号 令和６年度河合町一般会計補正予算について 

 

議案第６８号 令和６年度河合町後期高齢者医療制度特別会計補正予算について 

 

議案第６９号 令和６年度河合町水道事業会計補正予算について 

 

議案第７０号 令和６年度河合町下水道事業会計補正予算について 

 

議案第７１号 河合町公民館設置条例の一部改正について 

 

議案第７２号 奈良県市町村総合事務組合規約の変更について 

 

議案第７３号 奈良県葛城地区清掃事務組合規約の変更について 

 

承認第６ 号 専決処分の承認を求めることについて 

       （令和６年度河合町一般会計補正予算） 

 





議 案 第 ６７ 号 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

河 合 町 一 般 会 計 補 正 予 算 

 

           （ 第 ６ 号 ） 

                 

 

 

 

河   合   町 

 

 

 



令和６年度河合町一般会計補正予算（第６号） 

 

 令和６年度河合町の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ ９０，３７３千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ ９，５９６，０３６千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

    令和 ６年 １２月 ６日 提出 

 

       河合町長  森  川  喜  之 
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議 案 第 ６８ 号 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

河合町後期高齢者医療制度特別会計補正予算 

 

           （ 第 ２ 号 ） 

                 

 

 

 

河   合   町 

 

 

 



令和６年度河合町後期高齢者医療制度特別会計補正予算（第２号） 

 

 令和６年度河合町の後期高齢者医療制度特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１３０千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ ５３６，９３２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

    令和 ６年 １２月 ６日 提出 

 

       河合町長  森  川  喜  之 

 

 

 



- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -





議案第６９号 
 
 
 
 
 
 

令 和 ６ 年 度 
 

河合町水道事業会計補正予算  
 

            （ 第 １ 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 

河   合   町 
 

 

 

 



 
令和６年度河合町水道事業会計補正予算（第１号） 

 
（総 則） 
第１条  令和６年度河合町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次の定めるところ 
    による。 
 
（収益的支出の補正） 
第２条  予算第３条中、収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 
 

支     出 
（科 目）         （補正前の額）   （補正額）    （計） 

 第１款 事業費用        549,006 千円     4,812 千円      553,818 千円 
  第１項 営業費用       534,252 千円      1,109 千円   535,361 千円 

第４目 総係費        38,726 千円      1,109 千円       39,835 千円 
  第２項 営業外費用       13,654 千円      3,703 千円       17,357 千円 
      第１目 支払利息及び         12,554 千円    3,703 千円       16,257 千円 

企業債取扱諸費 
 
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 
第３条  予算第８条中の職員給与費 47,129 千円を、48,238 千円に改める。 
 
 

令和 ６年１２月 ６日 提出 
 

河合町長  森 川 喜 之 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　1.営業費用

4.総係費

　2.営業外費用

1.支払利息及び
企業債取扱諸費

38,726 1,109 39,835

収益的支出

支　　　　　出
（単位：千円）

1.事業費用 549,006 4,812 553,818

534,252 1,109 535,361

令和６年度河合町水道事業会計補正予算実施計画（第１号）

款　　項 目 補正前の額 補正額 計 備　　考

12,554 3,703 16,257

13,654 3,703 17,357





議案第７０号  
 
 
 
 
 
 

令 和 ６ 年 度 
 

河合町下水道事業会計補正予算  
 

            （ 第 ３ 号 ） 
 
 
 
 
 
 
 

河   合   町 
 

 

 

 



令和６年度河合町下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

（総 則） 

第１条  令和６年度河合町下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次の定めるところ 

    による。 

 

（収益的収入及び支出の補正） 

第２条  予算第３条中、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収     入 

（科 目）         （補正前の額）   （補正額）    （計） 

 第１款 下水道事業収益     722,504 千円     1,073 千円  723,577 千円 

  第２項 営業外収益      488,003 千円      1,073 千円  489,076 千円 

   第３目 他会計補助金     139,045 千円     1,073 千円  140,118 千円 

 

支     出 

（科 目）         （補正前の額）   （補正額）    （計） 

 第１款 下水道事業費用     722,504 千円     1,073 千円  723,577 千円 

  第１項 営業費用       666,808 千円      1,073 千円  667,881 千円 

   第５目 総係費        24,527 千円     1,073 千円   25,600 千円 

   

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正） 

第３条  予算第８条中の職員給与費 17,302 千円を、18,375 千円に改める。  

 



令和 ６年１２月 ６日 提出 

 

河合町長  森 川 喜 之 



　2.営業外収益

3.他会計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　補助金

　1.営業費用

5.総係費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

139,045 1,073 140,118

令和６年度河合町下水道事業会計補正予算実施計画（第３号）

款　　項 目 補正前の額 補正額 計 備　　考

収益的収入及び支出

収　　　　　入
（単位：千円）

手当及び法定福利費の
不足に伴う人件費増額

1.下水道事業収益 722,504 1,073 723,577

488,003 1,073 489,076

支　　　　　出
（単位：千円）

款　　項 目 補正前の額 補正額 計 備　　考

1.下水道事業費用 722,504 1,073 723,577

666,808 1,073 667,881

24,527 1,073 25,600
手当及び法定福利費の
不足に伴う人件費増額



議案第７１号 
 
 
 

河合町公民館設置条例の一部改正について 
 
 
 

河合町公民館設置条例の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求めます。 
 
 
 

令和 ６年１２月 ６日 
 
 
 

河合町長  森 川 喜 之 
 





河合町公民館設置条例の一部を改正する条例 

 

河合町公民館設置条例（昭和２４年１０月河合村条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条の表を次のように改める。 

河合町立公民館 河合町高塚台３丁目４番地２ 

河合町中央公民館（旧館） 河合町池部２丁目１３番１号 

河合町南部地区公民館 河合町大字佐味田５８８番地 

別表を次のように改める。 

１ 公民館の使用料 

 河合町立公民館 

 

室 名 
使用料（１時間

当たり） 

冷暖房料金 

（１時間当た

り） 

備 考 

町 立

公 民

館 

１階 多目的室Ａ 

（卓球台４台

設置） 

１，２００円 

１台 ３００円 
２００円 

冷房期間は６

月１５日～９

月１５日 

暖房期間は１

２月１日～３

月１５日 

会議室Ａ ３００円 ５０円 

研修室Ａ ５００円 １００円 

２階 料理室 １，４００円 １５０円 

会議室Ｂ ２５０円 ５０円 

和室（小） ２００円 ５０円 

和室（大） ２５０円 ５０円 

多目的室Ｂ １，０００円 １５０円 

３階 多目的室Ｃ １，０００円 １５０円 

研修室Ｂ ７５０円 １５０円 

研修室Ｃ １，０００円 １５０円 

 河合町中央公民館（旧館） 

 室 名 使用料（１時間 冷暖房料金 備 考 



   当たり） （１時間当た

り） 

 

中 央

公 民

館

（ 旧

館） 

１階 

陶芸室 ３００円 １００円 

同上 

 河合町南部地区公民館 

 

室 名 
使用料（１時間

当たり） 

冷暖房料金 

（１時間当た

り） 

備 考 

南 部

地 区

公 民

館 

１階 講座室 ２５０円 １００円 同上 

調理実習室 ４５０円 １５０円 

２階 会議室（Ａ） ３５０円 １５０円 

会議室（Ｂ） ３５０円 １５０円 

備考 冷暖房の期間は、寒暖により変更する場合がある。 

２ 設備等及びその使用料 

 教育委員会が規則で定める設備等について当該規則で定める額 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 



議案第７２号 
 
 
 

奈良県市町村総合事務組合規約の変更について 
 
 
 
地方自治法第２８６条第１項の規定により、奈良県市町村総合事務組合規約の一部

を別紙のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決を

求めます。 
 
 

令和 ６年１２月 ６日 
 
 
 

河合町長  森 川 喜 之 
 
 





奈良県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約 

 

奈良県市町村総合事務組合規約（平成２０年４月１８日奈良県指令市町村第１１４

３号）の一部を次のように変更する。 

別表第１及び別表第２中「、奈良広域水質検査センター組合」を削る。 

附 則 

この規約は、令和７年４月１日から施行する。 





議案第７３号 
 
 
 

奈良県葛城地区清掃事務組合規約の変更について 
 
 
 
地方自治法第２８６条第１項の規定により、奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一

部を別紙のとおり変更することについて、同法第２９０条の規定により、議会の議決

を求めます。 
 
 

令和 ６年１２月 ６日 
 
 
 

河合町長  森 川 喜 之 
 
 
 





奈良県葛城地区清掃事務組合規約の一部を変更する規約 

 

奈良県葛城地区清掃事務組合規約（昭和３８年８月２６日奈良県指令地第４６６号

）の一部を次のように変更する。 

第９条第２項を次のように改める。 

２ 管理者は、御所市長をもって充てる。 

第９条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 副管理者は、第１０条の２に規定する運営協議会において御所市以外の組合市町

の長の中から互選する。 

附 則 

この規約は、知事の許可の日から施行する。 





承認第６号 
 
 
 

専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により、これを報告し承認を求めます。 
 
 
 

令和 ６年１２月 ６日 
 
 
 

河合町長  森 川 喜 之 



専  決  処  分  書 
 
 
 

令和６年度河合町一般会計補正予算（第５号）について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により専決処分する。 
 
 
 

令和 ６年１０月 ９日 
 
 
 

河合町長  森 川 喜 之 
 
 
 

 



承 認 第 ６ 号 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 度 

 

河 合 町 一 般 会 計 補 正 予 算 

 

           （ 第 ５ 号 ） 

                 

 

 

 

河   合   町 

 

 

 



令和６年度河合町一般会計補正予算（第５号） 

 

 令和６年度河合町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ １２，８２２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ ９，５０５，６６３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

    令和 ６年１０月 ９日 専決 

 

       河合町長  森  川  喜  之 
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